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　６月中旬に後期高齢者医療保険料納入通知書を各世帯へ郵送します。

　納入通知書を送付します

介護保険負担割合証等を更新します

高額介護サービス費の上限を変更

　介護サービスを利用している人は、新しい負担割合証・負担限度額認定証をケアマネジャーやサービス事業者
に提示してください。

　平成２９年８月から高額介護サービス費の一般世帯の自己負担の上限額が制度の見直しのため、３７，２００円から４４，４００円に変わります。

介護保険負担割合証 介護保険負担限度額認定証

対象者 要支援・要介護認定を受けて
いる人や事業対象者

介護保険施設に入所している人や
ショートステイを利用する人

証の色 白　色 ピンク色
現在の有効期限 ７月３１日まで ７月３１日まで

更新の手続き 手続きは不要。佐賀中部広域連合から新しい負担
割合証を郵送します。

８月以降も認定証が必要な場合は、６月１日～３０
日までに、佐賀中部広域連合または地域包括支援
課に申請してください。

新しい証の到着 ７月中旬 ７月中旬

利用者負担段階区分 自己負担の上限額（月額）
現役並み所得者（同一世帯に課税所得１４５万円以上の第１号被保険者がいる人） ４４，４００円(世帯合計)
※一般世帯： ４４，４００円(世帯合計)

住民税非課税世帯
下記以外の人 ２４，６００円(世帯合計)
合計所得金額および課税年金収入額の合計が８０万円以下の人
または老齢福祉年金受給者

２４，６００円(世帯合計)
１５，０００円(個　　人）

生活保護受給者又は利用者負担を１５，０００円に減額することで、生活保護の受給者とならない人 １５，０００円(世帯合計）

※経過措置　一般世帯で自己負担割合が１割負担者のみの世帯は、年間の負担総額が４４６，４００円（３７，２００円×１２月）を超えない仕組みとなります（平成３２年７月まで）

問い合わせ 市民生活課 保険年金係　☎75−2159

①�納付書で納入される人は、納期限までに金融機関で
納めてください。
②�口座振替の人は、毎月２５日に口座から引き落とされ
ます。（２５日が土日、祝日の場合は翌営業日）

　現在特別徴収で仮徴収（ ４月・ ６月・ ８月）されて
いる人は、平成２９年度の保険料の決定額から仮徴収額
を差し引いた金額を１０月・１２月・ ２月の年金から天引
きとなります。
　保険年金係窓口で年金天引きから口座振替への変更
もできます。（すぐに変更できない場合もあります）
○手続きに必要なもの
　①口座振替の通帳　②通帳の届出印　③保険証

　後期高齢者医療保険料は、７５歳以上の、一人ひとり
に納めていただく保険料です。保険料は均等割額と所
得割額の合計です。均等割は、所得に応じて軽減があ
り、所得税額も本人の所得に応じて軽減を行います。

　制度加入前に、社会保険など（被用者保険）の被扶
養者であった人は、均等割を ７割軽減します。

※ただし、所得の低い人の軽
　減措置に該当する場合、軽
　減割合の大きい措置が適用
　されます。
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被保険者の被扶養者であった人

後期高齢者医療保険料の

問い合わせ 佐賀中部広域連合 給付課 給付係　☎40−1134
地域包括支援課 地域包括支援係　 ☎75−6033


